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平成３０年第７回農業委員会総会議事録 

 

平成３０年７月１３日（金）第７回総会を市役所南庁舎１階１Ｃ会議室に招集した。 

 

農業委員 １８人   

 会長 １８番 逸 見 力 士 会長職務代理者 １番 谷 岡 收 藏 

 ２番 清 原   保 ３番 大 原 砂 利 ４番 三 上 雄 二 

 ５番 谷川内   茂 ６番 倉 脇 敏 弥 ７番 眞 壁 勲 二 

 ８番 神 山 順 一 ９番 川 上 憲 次 １０番 久保木   誠 

 １１番 藤 本    彰 １２番 山 田 條 一 １３番 小 田 正 廣 

 １４番 奥 山    亮 １５番 橋 本 澄 男 １６番 藤 澤 和 利 

 １７番  仲 田 清 志   

推進委員  ９人    

 １番 小 西    堅 ２番 山 本 計 博 ３番 泉       登 

 ４番 溝尾 美惠子 ５番 三 輪 金 樹 ６番 長 岡 保 義 

 ７番 後 藤 保 夫 ８番 井 上 光 男 ９番 鈴 江    寬 

 １０番   

欠席委員 １人 推 10番 奥津忠和   

    

 

議事   議案第３１号   農地法第３条の規定による許可申請について 

   議案第３２号   農地法第４条の規定による許可申請について 

     議案第３３号   農地法第５条の規定による許可申請について 

     議案第３４号   農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定による 

許可申請について 

   議案第３５号    現況証明にかかる現況認定について 

 

報告事項      農地法施行規則第２９条の届について 

農地法施行規則第５３条の規定による許可を要しない 

転用について 

法務局照会について 

       取止書について 

              完了届について 

              農地法第１８条第６項の規定による通知について 

              利用権設定中途解約について 

              農地法第３条の規定による許可取消願について 

               

          協議事項   

     そ の 他 
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事務局職員（書記） 事務局長 小川 泰典 

   次長     藤井 和昭 

主査  西川 康裕 

（開会時刻 午前９時３０分） 

藤井次長 

 

 

 

 

神山委員 

 

 

藤井次長 

 

 

 

会  長 

 

 

 

藤井次長 

 

 

 

 

藤井次長 

 

 

会  長 

 

 

 

 

 

 

 

 

小川局長 

 皆様おはようございます。 

 只今から、新見市農業委員会第７回総会を開催致します。 

 開会の前にこの度７月１日付けで新たに神山農業委員が任命されまし

たのでご紹介致します。一言お願いします。 

 

（就任のあいさつ） 

 

 

ありがとうございました。只今から総会を始めさせていただきます。本

日の出席は２７名、欠席は１０番奥津推進委員が欠席です。 

それでは逸見会長から挨拶をお願いします。 

 

 皆さん、改めましておはようございます。 

 （中略） 

 本日もよろしくお願い致します。 

 

 続いて「農業委員会憲章」の唱和を行います。 

今回は１３番小田委員に先導をお願い致します。 

  

 「農業委員会憲章」の先導 

 

 ありがとうございました。 

それでは、ここからの進行は会長よろしくお願い致します。 

 

  恒例により議長を務めさせていただきます。円滑な議案審議にご協力

をよろしくお願い致します。 

 それでは日程１「議事録署名委員の決定」を行います。 

本日議事録署名委員は、１１番藤本委員、１２番山田委員にお願い致し

ます。 

 続いて、日程２「議事」に入ります。 

  議案第３１号農地法第３条の規定による許可申請について事務局の説

明をお願いします。尚、審議の都合上１番を飛ばしまして２番から説明

をお願いします。 

２番です。場所は上市、現況地目は田、移動の理由は贈与による所有権
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会  長 

 

仲田委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会  長 

 

 

 

 

会  長 

 

 

移転です。 

作物は水稲、作業従事者は３名です。農地法３条の第２項の状況ですが

１号の「全部効率利用」ですが、機械、従事者等も揃っており、農地のす

べてを効率的に利用できるものと思われます。２号ですがこちらも法人で

はない為該当致しません。３号ですが、信託ではないので該当しません。

４号ですが、「農作業常時従事」について、譲受人は農作業を行う必要が

ある日数について農作業に従事すると見込まれる為該当致しません。５号

の下限面積ですが、当該地区の１０aを超えているので該当致しません。

６号ですが貸借にも値しません。７号の地域調和ですが、遠方に住んでい

て耕作が出来ないため、地元の近隣農業者に贈与するものであり、本件の

権利取得により、周辺の農地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に

支障は生じないものと考えられます。以上この所有権移転については、申

請書類は揃っており、取得後のすべての農地を利用すること、機械、労働

力なども問題なく、面積用件も満たしていること、また、近隣耕作者への

贈与の為、農地法第３条第２項各号には該当しないため、許可要件の全て

を満たしていると考えます。 

 

この件について関係地区委員の説明を求めます。 

 

  ７月８日に大原委員と現地調査いたしました。場所は●●●●●●●

を過ぎると左に入って舞尾地区というところがあるんですけれども、こ

こを今、譲受人の人がほとんど耕作をしております。そして、贈与とな

っているんですが、無償ということで、無償なら贈与しかないんじゃな

いかということで話をして、贈与という格好になっております。元々こ

の土地は現況田んぼとなっていますが、実際は畑の様な感じになってお

ります。該当地目を同じように。畑でもここは水料といって水利料がい

るんです。年間 6 千円くらいは、水利料がいるということで、当然耕作

する意欲もないし、意識もないということで、タダでいいからとにかく、

この田んぼを耕作というか管理してくださいということで、無償という

ことで、贈与という格好になっています。問題ないと思います。 

 

  事務局、地区委員の説明が終わりました。これについてご意見、ご質

問はございませんか。 

 

（意見、質問なし） 

 

  ご意見等ございませんので、議案第３１号２番に賛成の方は挙手をお

願い致します。 

  （全員挙手） 
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会  長 

 

 

小川局長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会  長 

 

仲田委員 

 

 

 

 

会  長 

 

 

 

 

会  長 

 

 

 

 

会  長 

 

 

 

小川局長 

 

 

 

全員賛成と認め申請のとおり決定と致します。 

続いて３番の事務局の説明をお願いします。 

 

３番ですが、場所は上市、現況地目は田、贈与による所有権移転をする

というものです。作物は水稲、作業従事者は３名です。３条２項各号の該

当状況ですが、５号の下限面積ですが、当該地区の１０aを超えている為

該当しません。７号の地域調和ですが、高齢で耕作できないため申請地を

近隣の農業者に贈与するものであり、本件の権利取得により周辺の農地の

農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に支障は生じないものと考えら

れます。第１号から第４号、６号につきましても該当致しません。以上、

この所有権移転については、申請書類は揃っており、機械、労働力なども

問題なく面積要件も満たしているので農地法３条２項各号には該当しな

いため、許可要件の全てを満たしていると考えます。 

 

この件について関係地区委員の説明を求めます。 

 

７月８日に大原委員と現地を確認しました。場所は２番の土地の隣でご

ざいまして、これも同じように水利料等々年間の維持費がかなりいるとい

うことで、譲受人がタダでということで贈与となっております。これも問

題ないと思います。よろしくお願いします。 

 

事務局、地区委員の説明が終わりました。これについてご意見、ご質問

はございませんか。 

 

（意見、質問なし） 

 

 ご意見等ございませんので、議案第３１号３番に賛成の方は挙手をお願

い致します。 

  

（全員挙手） 

 

全員賛成と認め申請のとおり決定と致します。 

続いて４番の事務局の説明をお願いします。 

 

 

４番ですが、場所は西方、現況地目は畑３筆、贈与による所有権移転で

す。作物は野菜、作業従事者は３名です。３条２項各号の該当状況ですが、

５号の下限面積ですが、当該地区の１０aを超えているので該当致しませ
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会  長 

 

仲田委員 

 

 

 

 

 

 

会  長 

 

 

 

 

会  長 

 

 

 

 

会  長 

 

 

小川局長 

 

 

 

 

 

 

 

 

ん。７号の地域調和ですが、体力的に耕作できないため、申請地の近隣の

農業者に贈与するものであり、本件の権利取得により、周辺の農地の農業

上の効率的かつ総合的な利用の確保に支障は生じないものと考えられま

す。１号から４号、６号も該当致しません。以上、この所有権移転につい

ては、申請書類は揃っており、機械、労働力なども問題なく面積要件も満

たしていること、また、近隣耕作者への贈与のため、農地法３条２項各号

には該当しないため、許可要件の全てを満たしていると考えます。 

 

この件について関係地区委員の説明を求めます。 

 

７月８日、大原委員と溝尾推進委員と現地を確認しました。場所は●●

●●●のすぐそばです。譲受人の自宅のすぐ裏側になっております。これ

も贈与ということで、親しい関係ということで、贈与という関係になって

います。ここもなんぼか譲受人が耕作されていたということで、高齢にな

っていよいよもう畑を作りに上がれないということで、譲受人が頼まれて

管理するということで問題はないと思いますのでよろしくお願いします。 

 

事務局、地区委員の説明が終わりました。これについてご意見、ご質問

はございませんか。 

 

（意見、質問なし） 

 

ご意見等ございませんので、議案第３１号４番に賛成の方は挙手をお願

い致します。 

  

（全員挙手） 

 

全員賛成と認め申請のとおり決定と致します。 

続いて３１号５番の説明について事務局からお願いします。 

 

５番ですが、場所は大佐小阪部、現況地目は畑、贈与による所有権移転

です。作物は野菜、作業従事者は２名、３条２項各号の該当状況ですが、

５号の下限面積ですが、当該地区の２０aを超えているので該当致しませ

ん。７号の地域調和ですが、遠方に住んでいて耕作できないため、申請地

の近隣の農業者に贈与するものであり、本件の権利取得により周辺の農地

の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に支障は生じないものと考え

られます。１号から４号、６号にも該当致しません。以上、この所有権移

転については、申請書類は揃っており、機械、労働力なども問題なく面積

要件も満たしている事、また近隣耕作者への贈与のため、農地法３条２項
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会  長 

 

久保木委員 

 

 

 

 

 

 

 

会  長 

 

 

 

 

会  長 

 

 

 

 

会  長 

 

 

 

小川局長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会  長 

 

眞壁 委員 

各号には該当しないため、許可要件の全てを満たしていると考えます。 

 

この件について関係地区委員の説明を求めます。 

 

７月１０日に山田委員、後藤推進委員、申請者立ち会いで現地確認を行

いました。場所は県道大佐富原線、●●●●●●から約３００ｍほど東へ

行くと●●●●●がありますが、その●●●●●の手前に小阪部川の橋が

あります。この橋を下流へ約２００ｍほど下の所です。譲渡人が南の方へ

住んでいて管理ができないので、今まで草刈り等を譲受人にしていただい

ていたんですが、この度譲るということで話しができたそうです。よろし

くお願いします。 

 

事務局、地区委員の説明が終わりました。これについてご意見、ご質問

はございませんか。 

 

（意見、質問なし） 

 

ご意見等ございませんので議案第３１号５番に賛成の方は挙手をお願

い致します。 

  

（全員挙手） 

  

全員賛成と認め申請のとおり決定と致します。 

続きまして議案第３２号農地法第４条の規定による許可申請について、

事務局の説明をお願いします。 

 

この度２件出ております。１番目ですが場所は馬塚、現況地目は畑、転

用目的は墓地です。申請地は、甲種農地 ・ 第１種農地及び第３種農地の

いずれの要件にも該当しない農地で、第２種農地と考えます。墓地が山の

中にあり、お墓参り等不便な為、自宅近くの申請地に移転するための転用

であり、申請地以外に適当な場所はなく、農地区分と転用目的は問題ない

と考えられます。また、被害防除計画も適正であり、周辺農地への影響は

ないと考えられ、この転用はやむを得ないものと考えます。なお、工事期

間は許可日から１年間で、資金計画は土地造成及び、墓石設置費としては

記載の通りです。すべて自己資金となっております。 

 

この件について関係地区委員の説明を求めます。 

 

７月１１日に泉推進委員と現地を確認しました。場所は馬塚の中原地区
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会  長 

 

 

 

 

会  長 

 

 

 

 

会  長 

 

 

小川局長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会  長 

 

眞壁委員 

 

 

 

会  長 

 

 

仲田委員 

 

 

で●●養魚場の南隣の申請人の家の裏の畑です。問題ないと思います。 

 

事務局、地区委員の説明が終わりました。これについてご意見、ご質問

はございませんか。 

 

（意見、質問なし） 

 

ご意見等ございませんので、議案第３２号１番に賛成の方は挙手をお願

い致します。 

  

（全員挙手） 

 

全員賛成と認め１番は許可妥当と致します。 

続いて議案第３２号２番について事務局の説明をお願いします。 

 

場所は菅生、現況地目は畑、転用目的は農地改良です。この土地は、農

用地域区内農地以外であって、甲種農地 ・ 第１種農地及び第３種農地の

いずれの要件にも該当しない農地で、第２種農地と考えます。当該農地は、

道路と谷川に挟まれ、道路から落ちこんだ場所にあり、平成２６年６月に

転用許可を得て嵩上げを行っておりました。この度前回の申請箇所以外の

部分を嵩上げし、樹園地として一体的に活用するということで、一時転用

するものであり、農地区分と転用目的は問題ないと考えます。尚、前回嵩

上げしている部分には申請どおり、梅、イチジク等が植栽されていました。

また、防除計画も適正であり、周辺農地への影響はないと考えられ、この

転用はやむを得ないものと考えます。工事期間は許可日から１年間で、資

金計画はご自分でされるということで費用はかからないということです。 

 

この件について関係地区委員の説明を求めます。  

 

７月１１日に泉推進委員と調査しました。場所は、●●●●●●●●●

●●●●●●より県道千屋大佐線を５００ｍほど大佐側によった、現況畑

で一部果樹を植えております。問題ないと思います。 

 

事務局、地区委員の説明が終わりました。これについてご意見、ご質問

はございませんか。 

 

今、事務局の説明で、工事費は自分でされるということで、お金はかか

らないと言われましたが、実際自分がしてもお金がかかるわけで、なんぼ

かここへ金額は上げた方がいいんじゃないかと思いますがいかがでしょ
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会  長 

 

小川局長 

 

 

 

会  長 

 

 

 

眞壁委員 

 

 

会  長 

 

 

 

 

 

会  長 

 

 

 

 

会  長 

 

 

 

 

 

会  長 

 

 

 

小川局長 

 

 

うか。 

 

事務局。 

 

具体的に金額を示されませんでしたので、金額が分からない以上あげる

ことができないので、自分でされるということであれば費用はかからない

ということで入れておりません。 

 

工事で出た残土を入れて埋めるというのも、それも費用がからむので、

どうなんかなそのへんは。直接持ち出しのないものについてはなしいうこ

となんかな。 

 

埋め立て面積は小さいものです。 

ええとこ１００平米くらいかなというとこです。 

 

さっき事務局が申しましたように、直接持ち出しがない分につきまして

は、ゼロということでいんじゃないかと思いますがいかがでしょうか。 

他にご意見、ご質問ございませんか。 

 

（意見、質問なし） 

 

他にございませんので、議案第３２号２番に賛成の方は挙手をお願い致

します。 

  

（全員挙手） 

 

全員賛成と認め２番は許可妥当と致します。 

尚、この２件とも県の農業会議への諮問は任意となっておりますが、諮

問は不要としてよろしいでしょうか。 

 

（全員賛成） 

 

諮問不要として許可と致します。 

続いて議案第３３号農地法第５条の規定による許可申請について事務

局の説明をお願いします。 

 

１番ですが、場所は馬塚、現況地目は畑、転用目的は宅地です。申請地

は甲種農地、第１種農地及び第３種農地のいずれにも該当しない第２種農

地と考えます。申請地に息子の住宅を新築するもので、所有する土地で申
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会  長 

 

眞壁委員 

 

 

 

会  長 

 

 

 

 

会  長 

 

 

 

 

会  長 

 

 

 

小川局長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

請地に変えて利用できる適当な土地はなく、土地区分と転用目的は問題な

いと考えます。また、防除計画も適正であり、周辺農地への影響はないと

考えられこの転用はやむを得ないと考えます。契約の種類は贈与による所

有権移転で、工事期間は許可日から１年間、建ぺい率は２４．４４パーセ

ントです。資金計画は土地造成及び建築費は記載の通りで、２分の１が自

己資金、残りが借入金となっております。 

 

この件について関係地区委員の説明を求めます。 

 

現地を７月１１日に泉推進委員と確認しました。場所は馬塚の●●●で

この土地は昨年農業委員会にかかった土地で、今回正式に住宅を建てると

いう申請で問題ないと思います。 

 

事務局、地区委員の説明が終わりました。これについてご意見、ご質問

はございませんか。 

 

（意見、質問なし） 

 

ご意見等ございませんので、議案第３３号１番に賛成の方は挙手をお願

い致します。 

 

（全員挙手） 

 

全員賛成と認め許可妥当と致します。 

続きまして議案第３３号２番の議案について事務局から説明をお願い

します。    

 

  ２番ですが、場所は上熊谷、現況地目は田です。転用目的は露天資材

置き場で、この申請地につきましては農用地域区内農地以外であって、

甲種農地、第１種農地及び第３種農地のいずれにも該当しない第２種農

地と考えます。現在譲受人が、土木建築業を営んでおりますが、事業量

の増加により現在利用している資材置き場が手狭になった事により、そ

の隣接地に新たな資材置き場に利用するもので、所有する土地で申請地

に変えて利用できる適当な土地はなく、土地区分、転用目的は問題ない

と考えます。また被害防除計画も適正であり、周辺農地への影響はない

と考えられ、この転用はやむを得ないものと考えます。契約の種類です

が、売買による所有権移転で価格は記載の通りです。工事期間は許可日

から１年間、資金計画ですがこちらも自分で整備されるということで、

費用はあがっておりません。 
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会  長 

 

谷岡委員 

 

 

 

 

 

 

 

会  長 

 

 

後藤委員 

 

小川局長 

 

会  長 

 

 

 

会  長 

 

 

 

 

会  長 

 

 

小川局長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

この件について関係地区委員の説明を求めます。 

 

７月８日に小西推進委員と確認しました。場所は土居、小阪部、菅生曲

がり口の信号の所を菅生の方へ約８０ｍ位行った所が申請地でございま

す。そこを道路拡張でかなり次々に道路用地に出してその残地でありま

す。議案第３５号にも出るんですが、草も生えていて今、ほったらかしと

いう感じでございます。そこを譲受人の人が露天資材置場にしたいという

ことで、売買の話が出来上がったんだと思います。よろしくお願い致しま

す。 

 

事務局、地区委員の説明が終わりました。これについてご意見、ご質問

ございませんか。 

 

建設業を営んでいるというが法人ですか、個人ですか。 

 

個人の自営業です。 

 

他にご意見、ご質問ございませんか。 

 

（意見、質問なし） 

 

他にないようですので、議案第３３号２番の議案に賛成の方は挙手をお

願い致します。 

 

（全員挙手） 

 

全員賛成と認め２番は許可妥当とします。 

続いて議案第３３号３番の議案について事務局の説明をお願いします。 

 

３番ですが、場所は千屋井原、現況地目は畑です。転用目的は作業道で、

この土地につきましては農用地域区内農地以外であって、甲種農地、第１

種農地及び第３種農地のいずれにも該当しない第２種農地と考えます。借

受人が管理している水路を、約２００ｍ改修するための資材等を運搬する

ために作業道として利用するもので、所有する土地で申請地に変えて利用

できる適当な土地はなく、土地区分、転用目的は問題ないと考えます。ま

た被害防除計画も適正であり、周辺農地への影響はないと考えられこの転

用はやむを得ないものと考えます。契約の種類ですが、賃貸借権の設定と

いうことで、賃貸料は記載のとおりです。工事期間は許可日から３年間、
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会  長 

 

小田委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

会  長 

 

 

 

 

会  長 

 

 

 

 

会  長 

 

 

 

小川局長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資金計画ですが土地造成等はかからないということですのであがってお

りません。 

 

この件について関係地区委員の説明を求めます。 

 

７月１０日山本推進委員と現地確認に行っております。場所は千屋花見

地区の●●●という地区があるんですが、その橋のたもと、右側すぐの所

なんですが、この水路が●●●●というところからずっと山の中を通って

井原地区までいってるものすごい長い水路なんです。昨年も上流の井堰か

らは県の工事でやっとられるんですが、その後は地元で現物支給等々であ

の予算がないんでやるということで、３年間の工事を見込まれていますの

で、その間ここを作業道として使わせていただきたいということです。よ

ろしくお願いします。 

 

事務局、地区委員の説明が終わりました。これについてご意見、ご質問

はございませんか。 

 

（意見、質問なし） 

 

ご意見等ございませんので、議案第３３号３番に賛成の方は挙手をお願

い致します。 

 

（全員挙手） 

 

全員賛成と認め許可妥当と致します。 

続きまして議案第３３号４番の議案について事務局から説明をお願い

します。    

 

４番ですが、場所は哲多町大野、現況地目は田３筆です。転用目的は送

電線鉄塔建設の為の索道基地造成ということです。この土地につきまして

は農用地区域内農地ですが、送電線鉄塔建設の為の索道基地造成の為の工

事に伴い、一時的に索道として使用するものであり、例外規定の仮設工作

物の設置、その他の一時的な利用であり、農業振興地域整備計画の達成に

支障を及ぼす恐れがないに該当することから転用目的は問題ないと考え

ます。また被害防除計画も適正であり、周辺農地への影響はないと考えら

れこの転用はやむを得ないものと考えます。契約の種類ですが、賃貸借権

の設定ということで、工事期間は３０年８月１日から１年６月間です。資

金計画ですが土地造成費は記載の通りです。これは全て自己資金です。 
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会  長 

       

奥山委員 

 

 

 

 

会  長 

 

 

仲田委員 

 

小川局長 

 

 

仲田委員 

 

小川局長 

 

会  長 

 

 

 

会  長 

 

 

 

 

会  長 

 

 

小川局長 

 

 

 

 

 

 

 

この件について関係地区委員の説明を求めます。 

 

７月９日に川上委員、鈴江委員と借受人の会社の職員の方に立ち会って

いただいて確認しました。場所は健康の森学園から南に５００ｍほど行っ

た所です。その会社の人にちゃんと工事期間終了後は必ず元に戻すことを

ちゃんと確約してもらいました。よろしくお願いします。 

 

事務局、地区委員の説明終わりました。これについてご意見、ご質問ご

ざいませんか。 

 

ちなみに賃借料はどのくらいなんでしょうか。 

 

賃貸借料につきましては資金計画の中に入ってるということですが、金

額としては、この中に含まれているということです。以上です。 

 

どのぐらいかなと。 

 

造成費の約半分です。 

 

他にご意見、ご質問はございませんか。 

 

（意見、質問なし） 

 

他にご意見、ご質問ございませんので議案第３３号４番の議案に賛成の

方は挙手をお願い致します。 

 

（全員挙手） 

 

全員賛成と認め４番は許可妥当と致します。議案第３３号５番の議案に

ついて事務局から説明お願い致します。 

 

５番ですが、場所は哲多町大野、現況地目、畑２筆です。内容につきま

しては先程の４番と同じ内容と関連しますが、転用目的は送電線の鉄塔建

設の為の現場事務所、資材置場です。この土地につきましては、農用地区

域内農地以外であって、甲種農地、第１種農地及び第３種農地のいずれに

も該当しない第２種農地と考えます。送電線鉄塔建設の為の、索道基地造

成の為の工事に伴い、一時的に索道として使用するものであり、所有する

土地で申請地に変えて利用できる適当な土地はなく、土地区分と転用目的

は問題ないと考えます。また被害防除計画も適正であり、周辺農地への影
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会  長 

 

奥山委員 

 

 

 

 

会  長 

 

 

 

 

会  長 

 

 

 

 

会  長 

 

 

小川局長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会  長 

響はないと考えられ、この転用はやむを得ないものと考えます。こちらも

賃貸借権の設定で、工事期間は３０年８月１日から１年６月間です。資金

計画につきましては記載の通りで全て自己資金です。こちらも賃貸借料に

つきましてはこの費用に入っておりまして、工地造成費の約５分の３が賃

貸借料となっております。 

 

この件について関係地区委員の説明を求めます。 

 

先程と同じく７月９日に川上委員、鈴江推進委員と借受人の会社の方と

４人で現地を確認しました。場所は哲多町田淵の●●商店から北に５００

ｍほど行った所です。先程と同じく工事期間終了した際には必ず元に戻す

という話でした。よろしくお願いします。 

 

事務局、地区委員の説明が終わりました。これについてご意見、ご質問ご

ざいませんか。 

 

（意見、質問なし） 

 

ご意見、ご質問ございませんので議案第３３号５番の議案に賛成の方は

挙手をお願い致します。 

 

（全員挙手） 

 

全員賛成と認め５番は許可妥当と致します。続きまして議案第３３号６

番の議案について事務局から説明お願いします。 

 

６番ですが、場所は哲西町畑木、現況地目は畑です。転用目的は宅地、

この土地につきましては、農用地区域内農地以外であって、甲種農地、第

１種農地及び第３種農地のいずれにも該当しない第２種農地と考えます。

現在３世代が同居しておりますが、家が手狭になったので、息子が隣の土

地を父から譲り受けて住む家を新築するもので、所有する土地で申請地に

変えて利用できる適当な土地はなく、農地区分と転用目的は問題ないと考

えます。また被害防除計画も適正であり、周辺農地への影響はないと考え

られ、この転用はやむを得ないものと考えます。契約の種類は贈与による

所有権移転で、工事期間は許可後から６月間、建ぺい率は３２．１５パー

セントです。資金計画は、土地造成費は記載の通りで、建築費も記載の通

りです。全て借入金となっております。  

 

この件について関係地区委員の説明を求めます。 
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谷川内委員 

 

 

 

 

 

会  長 

 

 

 

 

会  長 

 

 

 

 

会  長 

 

 

 

 

 

会  長 

 

 

 

西川主査 

 

 

 

会  長 

 

 

泉 委員 

 

 

 

 

 

７月１０日に三上委員、奥津推進委員、譲渡人の４名で現地を確認して

きました。確認したんですが、そういう新築をするような土地が中々手狭

なので、農地ですけど仕方がないという判断をしました。近隣の防除計画

ですけど、そんなに近隣も家が詰まってないので問題ないと思います。よ

ろしくお願いします。 

 

事務局、地区委員の説明が終わりました。これについてご意見ご質問は

ございませんか。 

 

（意見、質問なし） 

 

ご意見、ご質問ございませんので議案第３３号６番の議案に賛成の方は

挙手をお願いします。 

 

（全員挙手） 

 

全員賛成と認め６番は許可妥当と致します。尚、今回の６件とも県農業

会議の諮問は任意となっておりますが、諮問不要としてよろしいでしょう

か。 

 

（全員賛成） 

 

諮問不要として許可と致します。続きまして、議案第３４号農業経営基

盤強化促進法第１８条第１項の規定による許可申請の審議について事務

局の説明をお願いします。 

 

今回、新規の貸し付けが５件出ております。 

（議案第３４号１番～５番を資料により朗読説明） 

新規については以上です。 

 

新規について事務局の説明終わりました。続いて関係地区委員の説明を

求めます。順次１番からお願い致します。 

 

７月１１日に眞壁委員と現地を確認しました。借受人の状況ですが、こ

の地域においては、田んぼ等の耕作を非常によその分もやっているという

ことで、農機具等もトラクター２台とか田植機２台とか持っておられまし

て、地域のリーダー的な方でございます。確認したところ問題ないと思い

ます。よろしくお願いします。 
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小西委員 

 

 

 

 

 

 

 

後藤委員 

 

 

 

 

 

鈴江委員 

 

 

 

 

 

会 長 

 

 

 

 

会  長 

 

 

 

 

会  長 

 

 

西川主査 

 

 

会  長 

 

 

確認日なんですが７月９日、２番、３番一緒にいかせていただいていい

でしょうか。谷岡委員と７月９日に現地確認しました。２番ですが、菅生

上熊谷線の西谷を阿福方面へ５０ｍから６０ｍ位いった左側にあります。

耕作されていました。３番ですが、そこの分かれの所から逆に、西谷林道

といわれる方面に向かって１００ｍから１５０ｍ位行った所の、左側の山

手側の方です。畑、田んぼに作付けされていました。よろしくお願いしま

す。 

 

７月１０日に現地を確認しました。場所は新見勝山線沿いに●●グラウ

ンドがあるんですが、グラウンドと新見勝山線にはさまれたカーブにな

っとるんですが、新見から行きようる手前の方です。そこの間の農地で

す。高齢化、年になっとるんで９年としてますが、おそらくずっと耕作

されると思います。 

 

７月９日に奥山委員、川上委員と３名で現地確認を行っております。場

所は●●●●センターから８ｋｍほど哲西方面に行きますと、田淵に出

ます。●●商店というその裏のあたりでございます。貸付人の方が年寄

りの方で、耕作できないということで、借受人の方が今後は作られると

いうことです。よろしくお願いします。 

 

新規について地区委員の説明が終わりました。新規についてご意見、ご

質問はございませんか。 

 

（意見、質問なし） 

 

ご意見、ご質問ございませんので、議案第３４号新規について賛成の方

は挙手をお願い致します。 

 

（全員挙手） 

 

全員賛成と認め新規は決定と致します。続いて再設定について事務局の

説明をお願いします。 

 

再設定が２件出ておりますが、いずれも今まで耕作されてきたものの 

継続ですので問題ないと考えます。 

 

再設定について事務局の説明が終わりました。関係地区委員より補足説 

明がございますか。 
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会  長 

 

 

 

 

会  長 

 

 

 

 

会  長 

 

 

小川局長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会  長 

 

谷岡委員 

 

 

 

 

 

会  長 

 

 

 

（ありません） 

 

補足説明ありませんので、再設定についてご意見、ご質問ございません

か。 

 

（意見、質問なし） 

 

ご意見、ご質問ございませんので議案第３４号の再設定について賛成の

方は挙手をお願い致します。 

 

（全員挙手） 

 

全員賛成と認め再設定は決定と致します。ここで議案第３１号の１番に

戻りまして、事務局の説明をお願いします。 

 

農地法第３条１番ですが、場所は菅生、現況地目は畑、移動の理由は売

買による所有権移転です。作物は野菜、作業従事者は２名です。価格は記

載の通りです。３条２項各号の該当状況ですが、５号の下限面積ですが、

当該地区の２０aを超えている為該当しません。７号の地域調和ですが、

譲渡人は、施設へ入所していて耕作できず近隣の耕作者へ売買するもので

あり、本件の権利取得により周辺の農地の農業上の効率的かつ総合的な利

用の確保に支障は生じないものと考えられます。第１号から第４号、第６

号につきましても該当致しません。以上、この所有権移転については、申

請書類は揃っており、機械、労働力なども問題なく面積要件も満たしてい

るので農地法３条２項各号には該当致しないため、許可要件の全てを満た

していると考えます。 

 

この件について関係地区委員の説明を求めます。 

 

場所は先程言いました。確認日は７月９日、●●センターから約５０ｍ

程用郷の方に行きまして左へ阿福線に出る所でございますが、その分か

れ道から約８０、９０ｍ位行った所です。譲受人が以前から、だいぶ前

から耕作しております。ここに来て初めてこの申請を出されたんだと思

います。よろしくお願いします 

 

事務局、地区委員の説明終わりました。これについてご意見、ご質問ご

ざいませんか。 
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久保木委員 

 

 

谷岡委員 

 

 

 

 

 

会  長 

 

 

 

会  長 

 

 

 

 

会  長 

 

 

小川局長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

譲受人はかなり高齢のようなんですが、この方には後継者はおられるん

ですか。本人がされるんですか。 

 

弟さんが一人おりまして、弟さんが何歳くらいですかね、６０になるか

ならんかくらいの人が一人おります。それとお婆さんが一人、３人暮ら

しで作っております。売る方のお婆ちゃんは施設に入っておりまして、

作ることができません。譲受人の方は今言いましたように３人暮らしで

す。よろしくお願いします。 

 

他にご意見ご質問ございませんか。 

 

（意見、質問なし） 

 

ないようですので、議案第３１号１番に賛成の方は挙手をお願いしま

す。 

 

（全員挙手） 

 

全員賛成と認め、申請のとおり決定と致します。続きまして議案第３５

号現況証明にかかる現況認定について事務局の説明をお願いします。 

 

議案第３５号現況証明です。１番目ですが、場所は土橋、地目は畑です。

理由ですが、平成５年頃から耕作しておらず、立木が生え、原野となって

いるということです。 

２番目は先程と同じ土橋、地目は畑２筆です。現況は原野です。平成３

年頃から立木が生え、原野となっているということです。 

３番目は場所は上熊谷、地目は田、現況は雑種地、理由ですが、２０数

年前頃から耕作されておらず、雑木や雑草が茂っていました。資材置場や

駐車場として利用していた別の自己所有地があったんですが、県道改良用

地として買収にかかり、やむなく当該農地の所に資材置場、駐車場等とし

て利用し、現在に至っているということです。 

４番目ですが、場所は西方、地目は田、現況は原野です。こちらも２０

年以上耕作しておらず、原野となっているということです。 

５番目ですが、場所は大佐小阪部、地目は田４筆です。現況は３筆が原

野、１筆は山林ということで、３筆につきましては近隣住人に貸しており

ましたが、長年耕作しておらず、現在、原野となっているということです。

残りの１筆につきましては、平成５年頃植林を行い、山林となっていると

いうことです。 
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会  長 

 

藤本委員 

 

 

 

 

 

 

会  長 

 

 

 

 

会  長 

 

 

 

 

会  長 

 

 

谷岡委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

会  長 

 

 

 

 

会  長 

 

 

この件について関係地区委員の説明を求めます。 

 

現況調査を７月１０日に清原委員、長岡推進委員３人でみております。

場所は唐松から田津経由で土橋へ上がったところの直線を右へ、足見の方

へ向かって入って１００ｍ程右手です。これは１番、２番ありますけど、

どちらも隣続きです。もう木とか竹の笹で境がどのへんかが分からんくら

いになっとりました。３人で話した結果、これは原野として仕方ないんじ

ゃないだろうかという結論に至りましたのでよろしくお願いします。 

 

地区委員の説明が終わりました。１番、２番についてご意見、ご質問ご

ざいませんか。 

 

（意見、質問なし） 

 

ご意見、ご質問ございませんので、議案第３５号１番、２番に賛成の方

は挙手をお願いします。 

 

（全員挙手） 

 

全員賛成と認め申請の通り認定と致します。続いて３番の説明お願いし

ます。 

 

場所は熊谷の信号があるところから菅生の方へ約７０ｍ上った所です。

確認日は７月９日、２０数年前から耕作しておりませんでしたが、１０何

年前に道路拡張のためにかなり削られまして、そこに自分の土地に止めて

おりました、この人がチャンキーの腐葉土ですか肥ですか、よく分からな

いんですが、運搬のための大きなトラックを停めるところがないというこ

とで、やむなくその土地に停めるようにしておりました。少し上がったよ

うな所で田んぼが出来るような所ではございません。雑種地としてよろし

くお願い致します。 

 

地区委員の説明が終わりました。３番についてご意見、ご質問はござい

ませんか。 

 

（意見、質問なし） 

 

ご意見、ご質問ございませんので、議案第３５号３番に賛成の方は挙手

をお願いします。 
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会  長 

 

 

仲田委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会  長 

 

 

 

 

会  長 

 

 

 

 

会  長 

 

 

久保木委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

（全員挙手） 

 

全員賛成と認め申請のとおり認定といたします。続いて４番の説明をお

願いします。 

 

確認日は７月８日、大原委員、溝尾推進委員と現地を確認しました。場

所は●●●●●、●●の三叉路の所、まっすぐの所に●●●●があるんで

すが、●●●●の裏側で先月の会議の時にその並びの土地を原野判定して

おります。実際現場に行ってみますと、この土地は割とよく草刈り等して

管理しとったんで、木が立木等々ありませんでしたが、本人に溝尾推進委

員から意向を聞いてもらうと、農地として復旧する考えはないと、このま

まほっとくんだということで、いずれは原野になるだろうと、たちまち今

は土地の利用については考えてないけども、隣が先月認定をしとるんで、

A判定、B判定いやあ僕だと B判定するんですけども、草は１ｍ以上に嵩

はなっております。３人で協議して、原野の認定をしてもいいだろうとい

う結果になりました。よろしくお願いします。 

 

地区委員の説明が終わりました。４番についてご意見、ご質問ございま

せんか。 

 

（意見、質問なし） 

 

ご意見、ご質問ございませんので議案第３５号４番に賛成の方は挙手を

お願い致します。 

 

（全員挙手） 

 

全員賛成と認め申請のとおり認定と致します。続いて５番の説明をお願

いします。 

 

確認日７月１０日、山田委員、後藤推進委員、申請者にお願いしたんで

すが、高齢で現地に行けないということでよろしく頼むということでし

た。場所は県道大佐菅生線、大佐側から約３ｋｍ程行った所に●●という

集落があります。その集落を右に大佐山の方へ●●●●●●場へ上がる道

路の４件目か５件目の家の前です。現地は草ボーボーで行けませんでし

た。遠くから見ました。それと、●●●●番はそれからさらに、ゴルフ場

の方へ３００ｍ上がったところで、面積が一反なんぼあるんですが、これ

も草ボーボーで雑木等もありました。それから●●●●はこれももう山の

中で、ここは現地に行けませんでした。近所の人に尋ねたら、数年前から
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会  長 

 

 

 

 

会  長 

 

 

 

 

会  長 

 

 

 

 

会  長 

 

 

 

 

 

 

 

小川局長 

 

 

 

 

 

 

 

会  長 

 

久保木委員 

 

 

植林をしとるんで、山だろうということで現地には行けませんでした。よ

ろしくお願いします。 

 

地区委員の説明が終わりました。５番についてご意見、ご質問ございま

せんか。 

 

（意見、質問なし） 

 

ご意見、ご質問ございませんので、議案第３５号５番の議案に賛成の方

は挙手をお願いします。 

 

（全員挙手） 

 

全員賛成と認め申請のとおり認定と致します。ここで４５分まで休憩と

致します。 

 

～ 休憩 ～（午前１０：３５～午前１０：４５） 

 

それでは始めます。議案第３３号で送電線の分で一時転用があったんで

すが、４番です。これが３，０００平米を越えているので、これに限って

は、農業会議に諮問をかけます。３０００平米以上は諮問をせんといけん

ことになっとりますので、これに限っては県の農業会議に諮問をかけま

す。４，０００平米ちょっとありますので。よろしくお願いします。 

それでは続きまして、報告事項に入ります。農地法施行規則第２９条の

届について事務局の説明をお願いします。 

 

農地法施行規則第２９条の届けの１番目ですが、場所は大佐小阪部、目

的は農道、１ｍ×１６．５ｍの面積は１６．５平米です。台帳地目は田

現況も同じく田です。理由は、農業用機械の大型化の為、農道を拡幅す

ることにより、作業効率の向上を図るということです。２番です。場所

は神郷下神代、目的は籾の乾燥施設、８ｍ×１５ｍの１２０平米。台帳

地目は田、現況も田です。理由ですが、個人で籾の乾燥施設を設置して、

農業所得の向上を図るというものです。 

 

この件について関係地区委員より確認報告をお願いします。 

 

  確認日は７月１０日に行いました。場所は県道大佐日野線、●●●●

●から北へ約１．５キロ行きますと、●●●という集落がありますが、

その集落に入って３件目の住宅の前です。申請者の家の前です。１ｍ程
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仲田委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会  長 

 

 

小川局長 

 

 

 

 

 

会  長 

 

奥山委員 

 

 

 

会  長 

 

小川局長 

 

 

 

 

 

会  長 

 

農道を拡げて、次の田んぼに行く為の道路の拡張です。 

 

確認日は７月８日大原委員と申請人３人で現地の確認をいたしました。

場所は国道１８２号を行きまして、神郷の園の入り口、そこから橋を渡っ

て１００ｍ程行きますと、かっくり曲がりになるんですが、そこの場所で

す。建物の面積が１２０平米で、地目の台帳面積が１７５平米で、広さが

ないんじゃないかと言われそうですが、実際、実測をしてみますと、４２

０平米ありまして、最初の面積があんまり違うんで大丈夫かなと思い、一

応事務局に確認したんですが、間違いなくこの土地であろうということ

で、実際は４２０平米ありますので籾置き場等々には全然問題ないと思い

ます。それと、隣地承諾の承認については、隣地の承諾と、水路関係の方

ももらっております。理由はこういうことで、別段問題ないと思いますの

でよろしくお願い致します。 

 

次に農地法施行規則第５３条の規定による許可を要しない転用につい

て事務局の説明をお願いします。 

 

１件あります。場所は哲多町老栄、台帳地目は田、現況は畑、転用目的

は携帯電話無線基地局の設置。理由としまして、当該地域の携帯電話のサ

ービス向上を図るというものです。契約の種類は賃貸借権の設定。工事期

間は平成３０年９月１３日から１０月１８日と言うことです。 

 

 

この件について関係地区委員より報告をお願いします。 

 

７月９日川上委員、鈴江委員の３人で現地を確認しました。場所は萬歳

の●●の●●●●の真向かいです。目印だと思いますが小さい釘が打って

いました。 

 

続いて法務局照会について事務局の説明をお願いします 

 

１番目ですが場所は新見、台帳地目は田、現況地目が宅地です。昭和５

８年頃から資材倉庫の建物が建っており、宅地として現在建っていると言

うものです。２番目ですが、場所は大佐田治部、台帳地目は田、現況地目

は宅地という２筆です。理由ですが、昭和４３年頃から住宅が建っており、

宅地として現在に至っているというものです。 

 

この件について関係地区委員より報告をお願いします。 
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倉脇委員 

 

 

山田委員 

 

 

 

会  長 

 

西川主査 

 

 

 

 

会  長 

 

倉脇委員 

 

会  長 

 

西川主査 

 

 

 

 

 

会  長 

 

 

清原委員 

 

 

 

 

 

谷岡委員 

 

谷川内委員 

 

６月１４日に眞壁委員、溝尾推進委員と現地を確認しました。場所は●

●●の入り口辺りにあります。資材倉庫になっておりました。 

 

６月２４日に後藤推進委員と久保木委員と現地を確認しました。場所は

県道新見勝山線、旧●●●●●から手前約１００ｍ行った所の左側にあり

ます。理由は記載の通りです。よろしくお願いします。 

 

続きまして取止書について事務局の説明をお願いします。 

 

農地法施行規則第２９条の取止書が１件出ています。新見市内、田、２

９条による農業用資材置場として届け出を出されましたが、資材置き場と

して使用する前に申請人の方が亡くなられたため、２９条を取り止めるも

のです。 

 

この件について関係地区委員より報告をお願いします。 

 

今、事務局から説明があったとおりです。 

 

続いて完了届について事務局から説明をお願いします。 

 

完了届は４件出ております。 

１番、豊永佐伏地内、４条による農地改良 

２番、豊永佐伏地内、４条による農地改良 

３番、下熊谷地内、４条による進入路拡幅及び駐車場 

４番、哲西町畑木地内、５条による宅地への転用 

 

この件について関係地区委員より確認日と完了状況の報告をお願いし

ます。 

 

１番、２番同じ所で一緒にみとりますので一緒に報告させていただきま 

す。平成２９年１０月に日にちの変更がでておりまして、気になって春に

行ってみました。その時にはもうほとんど出来ておりまして、今回７月１

０日に行ったら、大きい車が入っておりましたので、道も傷んでいたんで

すが、砂利を入れて道も綺麗にしていました。 

 

確認日は７月９日、申請どおり綺麗に出来ておりました。 

 

確認日７月１０日、立派な新築の家が出来ておりました。 
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会  長 

 

 

西川主査 

 

 

 

 

 

 

会  長 

 

川上委員 

 

 

 

会  長 

 

鈴江委員 

 

 

 

 

会  長 

 

 

西川主査 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会  長 

 

川上委員 

続いて農地法第１８条第６項の規定による通知について事務局の説明

をお願いします。 

 

農地法第１８条第６項の規定による通知が１件出ております。 

農地法第３条による賃貸借権を解約するものです。関連がありますので

次の利用権設定中途解約と合わせて説明をします。哲多町本郷、田１筆の

内、部分的に３条許可の賃貸借と、利用権設定に分けてそれぞれの耕作者

の方と、契約をしていましたが、今回別途の利用のため解約となっていま

す。 

 

この件について関係地区委員より報告をお願いします。 

 

７月９日に奥山委員、鈴江推進委員と現地に行ってきました。場所は●

●●●●のすぐ隣ですが、先程事務局が言われましたように、本人よりも、

申請者から説明を受けましたので報告致します。よろしくお願いします。 

 

利用権設定中途解約の合意書については、推進委員９番。 

 

今の川上さんが言われたのと関連がありまして、現地確認を７月９日に

奥山委員、川上委員、申請者立ち会いのもと現地の確認をしております。

場所は●●●●●のプールのすぐ近くです。４年間ほど早く切り上げた

ということです。よろしくお願いします。 

 

続いて、農地法第３条の規定による許可取消願いについて事務局の説明

をお願いします。 

 

３条の規定による許可取消ですが、少しややこしいのでホワイトボード

を使います。元々２つの農地を、それぞれの耕作者の方で交換するとい

う話を昔していたようなんですが、片方だけは平成１０年に登記がつい

てたんですが、動かす分については登記が出来てなかったので、今年の

４月に３条で許可を出したばかりなんですが、実はこの土地とこの土地

ではなく、この土地とこの土地の交換だったという、申請人の方が勘違

いされてて、交換でこの土地についてはもう平成１０年に登記が出来て

いたということで、この平成３０年４月の許可自体が意味がないものだ

ったということで今回取り消しの届け出を出していただきました。 

 

地区委員の説明をお願いします。 

 

先程事務局から言われましたように、４月の委員会の事前に奥山委員、
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会  長 

 

 

事務局 

 

会  長 

 

小川局長 

 

 

 

 

 

西川主査 

 

 

 

 

小川局長 

 

 

 

 

 

 

 

 

藤井次長 

 

 

 

 

藤井次長 

 

鈴江推進委員と現地の確認をしました。その後に承認されたんですが、

図で描かれましたように、枝番が１番違うということが後で発覚しまし

た。それをこの際取消をする作業に入るということでよろしいでしょう

か。 

 

報告事項終わりまして、３、協議事項に入ります。事務局から何かあり

ましたらお願いします。 

 

ありません 

 

ないようですので続いてその他ですが、事務局からお願いします。 

 

１件、先月６月総会におきまして、議案第３０号１番、現況証明につい

てご指摘がありました、菅生の公衆用道路についてですが、確認しまし

たところ、現況は市道阿福西谷線ということで、この道路敷で利用され

ており、申請者に確認しましたところ、公衆用道路に地目を変更して、

その後市へ正式に寄付するということでしたので報告致します。 

 

農業委員会活動記録セットについて。 

農地パトロール、歓迎会延期について。 

この総会終了後、会議室１Ｂにおいて、調整会議を行う予定です。 

調整会議終了後、最適化推進部会の会議を行います。 

 

今回の大雨豪雨による被害状況について、簡単に報告させていただきま

す。農林関係ですが、全体でいいますと、件数で林業関係、林地、林道陥

没とか農道関係で２７件あります。耕地関係で田、畑法面崩壊、農道法面

崩壊、農業施設崩壊、３２１件、合計で３４８件の被害が出ております。

今、１５から１８班体制で被害連絡が入っている場所の確認をしておりま

す。被災状況を確認して対象になるものは国の災害復旧事業、市の補助事

業で復旧することとしております。随時報告は来ていますので、この数字

は今後増えていくものと思われます。 

 

次回総会ですが、８月１０日（金）午前９時３０分からこちらの会場で

ということで前にもお知らせしてますがよろしいでしょうか。 

 

（はい） 

 

よろしくお願いします。９月についてですが、９月１３日（木）９時３

０分と予定しております。ただ議会の認定によって変更の可能性がありま
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西川主査 

 

 

 

 

会  長 

 

 

会  長 

 

 

 

谷岡代理 

 

 

 

すが、お願いします。１０月についてですが、１０月１１日（木）９時３

０分で行いたいと思っております。よろしくお願いします。 

 

１０月ですが、毎年、賀陽の方へ農業委員研修に行っているんですが、

いつもは総会の後の午後に行っております。今年は１０月２６日（金）に

ありますので、総会と別に皆さんに来ていただくことになるんですが、よ

ろしくお願いします。 

 

他に皆さんからご意見、ご質問ございませんか。 

 

 

今回の予定していた行事を全部８月にしますので、午後農地パトロール

と、夕方から歓迎会をします。他に皆さんからご意見、ご質問ないようで

したらここで谷岡代理が閉会の挨拶を申し上げます。 

 

閉会挨拶 

 

 

 

（閉会時刻 午前 １１ 時 １５ 分） 
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